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　住宅・土地統計調査は、我が国の住宅・
土地の現状を明らかにする５年に１度の統
計調査です。
　調査結果は、今後の住宅・土地政策に欠
かせない基礎データのほか、最近の社会・
経済課題に対応するための詳細なデータと
して活用されます。
　十和田市では約 2,500 世帯のかたがたを
対象に行われます。調査対象として選定さ
れた世帯には、９月下旬に調査員が伺いま
すので、調査票への記入をお願いします。
　なお、ご回答いただいた
内容は、統計法によって
厳重に保護されますので、
安心してご回答ください。
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